
事 務 連 絡  

平成18年6月26日  

精神保健福祉主管課（重）御中  

厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部精神・障害保健課  

自殺対策基本法の成立について   

平素は精神保健福祉施策の推進に格別のご尽力をいただき、感謝申し上げま  

す。   

さて、「自殺予防に向けての総合的な対策の推進について」（本年3月31日付け  

障発0331010号各都道府県知事・指定都市市長あて通知）により、自殺予防対策  

を依頼したところですが、今般、別添のとおり自殺対策基本法が成立し、平成  

18年6月21日法律第85号として公布されました。貴課におかれましては、同法の  

趣旨も踏まえつつ、引き続き、自殺予防に向けて総合的な対策を推進するよう  

お願いいたします。  
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自殺対策基本法の概要  

○本法の目的  

自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族  

等に対する支  の充実  を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らす   

ことのできる社会の実現に寄与すること。   

○内容の概要  

1 自殺対策の基本理念  

① 自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その宣量追   

様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなけれ   

ばならないこと。  

② 自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単   

に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしな   

ければならないこと。  

③ 自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が   

未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されな   

ければならないこと。  

④ 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を   

行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなけれ   

ばならないこと。  

2 国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務  

3 政府による自殺対策大綱の策定と、国会への年次報告  

4 国・地方公共団体の基本的施策  

① 自殺の防止等に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供   
の実施並びにそれらに必要な体制の整備  

② 教育活動、広報活動等を通じた自殺の防止等に関する国民の理解の増進  

③ 自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上  

④ 職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備  

⑤ 自殺の防止に関する医療提供体制の整備  

⑥ 自殺する危険性が高い者を早期に発見し、自殺の発生を回避するための体制の   

整備  

⑦ 自殺未遂者に対する支援  

⑧ 自殺者の親族等に対する支援  

⑨ 民間団体が行う自殺の防止等に関する活動に対する支援  

て‾－＿㌻   
5 内閣府に、関係閣僚をメンバーとする自殺総合対策会議を設置  
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、
 歯

科
医
師
ヒ
を
「
臨
床
研
修
等
修
す
歯
科
医
師
」
と
あ
り
†
に
改
め
る
。
 
 
 

（
介
護
保
険
法
の
」
瓢
改
正
）
 
 

第
二
十
三
条
 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
ぁ
ー
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
百
十
八
条
黄
玉
項
中
「
第
三
十
条
の
三
第
一
楓
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
一
墳
」
に
改
め
る
。
 
 
 

（
民
事
再
生
法
の
」
瓢
改
正
）
 
 

第
二
十
四
条
 
点
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
」
高
二
十
五
号
）
．
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
百
〓
十
粂
の
二
第
六
項
中
昇
四
号
を
儒
五
号
と
t
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
二
毒
と
し
、
第
一
 
 
 

号
町
次
に
次
の
こ
号
を
加
え
る
ト
 
 
 

ニ
医
療
法
▼
（
昭
和
二
十
二
盲
鹿
律
第
二
百
五
号
）
第
五
十
由
粂
の
五
に
規
定
す
る
社
会
医
療
法
人
膚
管
理
者
 
 

同
法
第
五
十
四
条
町
二
第
〓
甲
に
規
定
す
る
社
会
医
療
瀧
人
債
 
 
 

第
百
六
十
九
廃
ぞ
一
第
三
項
農
・
一
号
ヰ
↓
東
七
草
ハ
粂
儀
一
痘
の
社
債
捧
者
集
会
」
そ
第
七
百
六
億
空
項
（
筐
 
 

権
者
集
会
こ
義
や
訂
項
第
二
号
中
「
第
七
草
ハ
粂
第
l
項
た
だ
心
声
の
下
に
一
「
（
医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
 
 
 

お
小
・
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
■
を
加
え
る
。
 
 
 

人
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
．
一
部
改
正
）
 
 

第
二
十
五
条
 
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
．
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
十
八
粂
第
四
項
中
「
、
同
億
儀
五
十
」
粂
、
」
を
「
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
（
同
項
第
・
l
号
に
係
る
部
分
▼
に
 
 

限
る
。
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
臥
じ
。
ご
に
、
東
五
三
条
竺
 

象
年
度
」
と
」
の
下
に
三
事
業
層
日
暮
等
」
■
と
あ
る
の
ば
・
「
事
蒼
空
首
、
財
虐
目
録
、
貸
借
対
酪
露
及
び
損
益
 
 
 

計
算
書
」
．
と
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
・
「
第
」
ハ
十
九
条
第
一
項
」
．
を
「
第
六
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。
 
 
 

（
破
産
法
の
二
部
改
正
）
 
 

琴
一
十
六
条
 
破
産
法
（
平
成
十
六
争
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
を
 
 

策
百
五
十
粂
第
六
項
中
第
四
号
を
儀
五
号
と
七
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
▲
弟
二
号
を
第
三
眉
と
し
、
第
〓
号
の
 
 
 

次
に
次
の
〓
号
を
加
え
る
。
 
 
 

∴
．
 二

 
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
 

同
法
第
五
十
四
条
の
l
一
第
一
頂
に
規
定
す
る
社
会
医
療
法
人
骨
 
 
 

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
展
の
恩
唇
音
の
措
置
・
に
附
す
を
法
律
の
一
部
改
正
）
 
 

第
二
十
七
集
 
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
か
国
民
の
儒
淳
の
美
好
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
乳
第
百
十
 
 
 

二
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
九
十
条
．
中
「
第
l
一
章
」
 
を
T
第
四
章
」
 
に
改
め
る
。
 
 

第
百
一
条
第
二
項
の
表
第
三
十
一
条
の
項
中
「
第
三
十
l
粂
」
：
を
「
第
三
十
一
条
の
二
軍
二
号
」
に
改
め
、
同
表
 
 

に
次
の
よ
う
に
加
え
卑
 
 

琴   

条 粂  
の の  

琴 琴   

号   

第   
＿七   七   
壌   
の   

粂  
の   

項   項   

てす沖  てす沖  
準る縄  準る縄 
用法の  用法の  
す律復  す律復 
る欝帰  二る第帰 
第百に．  ■ に  
七÷伴  七十伴  
粂粂う  粂集う   
の 
三二別－  ニニ別 

第項．措  第頑措 
一に置  十ヒ薗 
項おに  項もに．．  ■．㌣欄  ：．も嘩二■ 

第
」
章
 
総
則
 
 
 

（
目
的
）
．
 
 

第
一
条
・
こ
の
法
律
は
、
 
 

自
殺
対
策
基
本
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 
 
 

倒
・
名
一
∵
 
御
・
窒
 
 

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 

法
律
第
∧
十
五
号
 
 

自
殺
対
策
基
本
法
 
 

目
次
 
 

第
一
者
 
総
則
（
第
一
粂
－
第
十
条
）
 
 
 

第
二
章
 
基
本
的
施
策
 
（
第
十
一
条
－
第
十
九
条
）
 
 
 

第
三
章
・
自
殺
総
合
対
策
会
議
 
（
第
二
．
十
条
∵
・
第
二
十
 
 

一
条
）
 
 
 

附
則
 

－
 （

酎
㌢
削
鮎
影
絵
の
姦
誉
）
 
 

第
二
十
九
条
障
害
者
卦
麦
援
法
育
成
十
廿
牛
法
律
第
百
二
十
書
ち
）
・
警
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

許
八
十
九
条
努
四
項
中
「
第
左
十
条
の
三
軍
「
項
〕
を
「
第
三
十
粂
の
町
第
毒
∵
に
改
め
る
。
 
 

1
．
附
則
第
九
十
七
粂
を
次
の
よ
一
丁
に
改
め
る
。
 
 

／
′
ト
 
 
 

第
九
十
七
条
㌣
削
除
 

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）
．
 
 

第
三
十
条
∴
厚
生
労
働
省
設
置
法
人
平
成
十
一
年
 

第
十
条
第
」
一
項
中
「
柔
道
整
復
師
活
人
昭
和
四
上
玉
年
法
律
第
十
九
号
）
」
の
下
に
「
、
薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
 
 
 

年
瀧
律
第
百
四
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。
 

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 

第
三
†
一
条
∵
」
の
法
律
腐
則
第
一
粂
各
号
に
掲
げ
る
規
定
▼
に
う
亘
て
は
、
当
該
各
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
 
 
 

並
び
に
こ
の
朋
則
め
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
ノ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
 
 
 

た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
上
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
 
 

七
た
行
為
に
対
す
を
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
■
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 
 

（
そ
伊
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）
 
 

第
三
十
三
条
 
附
則
第
三
粂
か
ち
儲
十
六
条
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
 
 
 

な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
卑
 
 

民
 

韻
 

第
二
十
 
 
 

七
項
」
に
 
 

た
よ
る
死
亡
者
数
が
高
い
水
準
で
推
移
心
て
小
滝
こ
七
 
 

に
か
ん
が
み
、
計
殺
対
策
に
閲
し
∵
基
本
理
念
を
定
常
 
 
 

細
㌍
錆
純
糾
銅
‥
 
 

営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
ー
．
部
改
正
）
 
 

餌
㌍
っ
ち
医
牒
法
第
七
遷
湧
項
の
改
窟
牒
雪
粂
の
二
牒
項
」
を
「
第
七
粂
の
二
第
 
 

部
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
汚
関
係
法
徳
の
整
備
等
七
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
 
 

近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
自
殺
 
 

及
び
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
 
 
 

上
と
掲
七
、
眉
腰
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
渇
 
 
 

こ
と
等
 

自
殺
の
防
止
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
自
殺
者
の
親
族
等
に
 
 
 

対
す
る
支
援
の
充
実
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
が
健
康
で
 
 
 

丘
き
が
い
を
持
つ
て
暮
ら
す
こ
 

現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 
 
 

（
基
本
理
念
）
 
 

第
二
条
 
自
殺
対
策
は
、
自
殺
が
個
人
的
な
問
題
と
し
て
 
 
 

の
み
と
ち
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
 
 
 

に
様
々
な
社
会
的
な
要
因
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
社
 
 
 

会
的
な
取
組
と
し
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
．
自
殺
対
策
埠
．
自
殺
が
多
様
か
つ
複
合
的
な
原
因
及
 
 
 

び
背
景
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
単
に
 
 
 

精
神
保
健
的
観
点
か
 

即
し
て
実
施
き
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 
 

総
務
大
臣
 
竹
中
∵
平
蔵
 
 

法
務
大
臣
 
杉
浦
 
正
健
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
±
郎
 
 

3   
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自
殺
対
策
は
、
自
殺
の
事
前
予
防
、
自
殺
発
生
の
危
 
 
 

機
へ
の
対
応
及
び
百
殺
が
発
生
し
た
後
又
は
自
殺
が
未
 
 

遂
に
終
わ
っ
た
彼
の
事
後
対
応
の
名
段
階
に
応
じ
た
効
 
 
 

果
的
な
施
策
と
し
て
実
施
さ
れ
な
骨
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
自
殺
対
策
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
機
関
、
 
 
 

事
雇
主
、
学
校
、
自
殺
の
防
止
等
に
関
す
る
活
働
を
行
 
 
 

う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
の
相
互
の
密
接
 
 
 

な
連
携
の
下
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
．
い
。
 
 
 

（
国
の
責
務
）
 
 

第
三
条
 
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
粂
に
お
い
て
「
基
 
 
 

本
理
念
」
と
い
ー
｝
J
に
 

的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
 
 
 

（
地
方
公
許
訂
体
の
責
務
）
 
 

儀
四
条
 
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
眉
念
に
の
っ
と
り
、
 
 
 

自
殺
対
策
に
つ
い
．
て
、
国
と
協
力
し
つ
．
つ
、
当
該
地
域
 
 
 

の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
 
 
 

務
を
有
す
る
。
 
 
 

（
事
業
主
の
責
務
）
 
 

第
五
条
事
業
主
は
、
屈
及
び
地
溝
公
僕
周
應
欄
庚
屈
す
 
 
 

る
白
線
対
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
層
訂
す
る
 

労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
 
 
 

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
そ
 
 
 

（
国
民
の
責
務
）
 

農
六
条
 
国
民
は
、
訂
徽
対
策
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心
 
 
 

と
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
名
誉
及
び
生
活
の
平
穏
 

第
七
集
 
自
殺
対
策
の
実
施
に
当
た
．
つ
て
は
、
．
月
殺
者
及
 
 
 

び
自
殺
未
遂
者
並
び
に
そ
れ
ら
の
者
の
親
族
等
の
名
誉
 
 
 

及
び
生
活
の
平
穏
に
十
分
配
慮
し
、
い
や
レ
く
も
こ
れ
 
 
 

ら
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
施
策
の
大
綱
）
 
 

第
八
集
 
政
府
は
、
政
府
が
推
進
す
べ
き
自
殺
対
策
の
指
 
 
 

針
と
し
て
、
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
自
殺
対
策
の
大
胡
 
 
 

を
定
め
な
け
れ
ば
克
ら
な
い
。
 
 
 

（
法
制
上
の
措
置
等
）
 
 

第
九
条
 
政
府
は
∵
」
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
 
 
 

必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
 
 
 

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
年
次
報
告
）
 
 

第
十
条
．
政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
我
が
国
に
お
け
る
 
 
 

自
殺
の
概
要
及
び
政
府
が
講
じ
た
邑
殺
対
策
の
実
施
の
 
 
 

状
況
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
・
♭
な
 
 
 

。
 
 
 

第
二
章
 
基
本
的
施
策
 
 
 

（
調
査
研
究
の
推
進
等
）
 
 

第
十
一
冬
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
殺
の
防
止
等
 
 
 

に
閲
し
、
魂
査
肝
究
を
推
進
 

塵
理
．
分
析
及
び
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

㌢
・
．
国
は
、
．
前
項
の
施
策
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
 
 
 

に
資
す
る
た
め
の
應
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
国
民
の
理
解
の
増
進
）
 
 

第
十
二
軍
二
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
活
動
∵
広
 
 
 

報
活
動
等
を
通
じ
て
、
自
殺
の
防
止
等
に
関
す
る
国
民
 
 

の
理
路
を
深
め
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
 
 
 

す
る
ミ
 
 

⊥
人
材
Ⅵ
確
保
等
）
 
 

第
十
三
条
十
由
及
び
地
方
公
共
団
体
は
∨
自
殺
の
防
止
等
 
 

打
開
す
る
人
材
の
確
保
、
熟
成
及
び
資
質
の
向
上
に
必
 
 

要
な
施
策
を
請
ず
を
も
の
と
す
考
 
 
 

（
心
の
健
康
の
保
持
に
係
る
体
倒
の
整
備
）
 
 

第
十
四
条
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
職
域
、
学
校
、
一
 
 
 

地
域
等
に
お
け
る
国
民
の
心
の
健
康
の
保
持
に
係
る
体
 
 
 

制
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
請
ず
る
も
の
一
と
す
る
。
 
 
 

（
医
廉
 

第
十
五
条
 

持
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
こ
．
と
に
よ
り
自
殺
の
虫
そ
れ
 
 

が
あ
る
者
に
対
し
必
要
な
医
療
が
早
期
か
つ
適
切
に
提
 
 
 

供
き
れ
る
よ
う
、
精
神
疾
患
を
有
す
る
者
が
精
神
保
健
 
 
 

に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
医
師
（
以
下
こ
の
粂
に
 
 

お
小
て
ゝ
精
神
科
医
」
と
い
号
・
）
の
診
療
を
受
け
や
す
 
 
 

い
環
境
の
整
備
、
身
体
の
傷
害
又
は
疾
偏
に
つ
い
て
の
 
 
 

診
療
の
初
期
の
段
階
に
お
け
る
当
該
診
療
を
行
う
医
師
 
 
 

と
精
神
科
医
と
の
適
切
な
連
携
の
確
保
、
救
急
医
療
を
 
 
 

行
う
医
師
と
精
神
科
医
と
の
適
切
な
連
携
の
確
保
等
必
 
 
 

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
自
殺
発
生
回
避
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
）
 
 

第
十
九
条
二
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
殺
を
す
る
危
 
 
 

険
牲
が
高
い
者
を
早
期
に
発
見
心
、
相
談
そ
の
他
の
自
 
 
 

額
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
め
適
切
な
対
処
を
行
う
体
 
 
 

制
の
整
備
及
び
充
葵
に
必
要
な
施
倭
を
講
ず
る
も
の
と
 
 
 

す
る
。
 
 
 

（
自
殺
未
遂
者
に
対
す
る
支
啓
 
 

第
十
七
条
 
国
及
び
地
方
公
瀬
田
体
華
氏
綜
未
遂
者
が
 
 
 

再
び
自
殺
を
図
る
こ
上
の
な
い
よ
う
．
∴
自
殺
未
遂
者
に
 
 
 

対
す
る
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
 
 

ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
自
殺
者
の
親
族
等
七
対
す
る
支
援
）
－
 
 

第
十
八
条
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
殺
又
は
自
殺
 
 
 

未
遂
が
自
殺
者
又
は
自
没
束
遂
者
の
親
族
等
に
及
ぼ
す
 
 
 

深
刻
な
心
理
的
影
響
が
緩
和
さ
弟
る
よ
う
、
当
該
親
族
 
 
 

等
に
対
す
る
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
策
 
 
 

を
講
ず
る
む
の
と
す
卑
 
 
 

⊥
民
間
団
体
の
活
動
に
対
す
る
支
援
）
 
 

第
十
九
鳥
由
及
び
地
方
公
共
団
体
は
∵
民
間
の
周
体
が
 
 

行
う
眉
殺
の
防
止
等
に
関
す
る
活
動
を
支
線
す
る
た
め
 
 
 

に
必
要
な
施
策
を
請
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

第
三
章
 
自
殺
総
合
対
策
会
議
 
 
 

人
設
置
及
び
所
掌
事
務
）
 
 

壷
二
十
集
 
内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
ヾ
自
殺
総
 
 
 

合
対
策
全
学
盃
等
三
舎
議
」
・
主
陣
う
。
）
を
置
句
 

2
．
会
議
は
さ
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
 

「
 
第
八
粂
の
大
綱
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
。
 
 

二
 
白
魔
対
策
に
つ
い
て
必
要
な
関
係
行
政
機
関
相
互
 
 
 

も
瓢
整
を
す
る
こ
と
。
 

主
 
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
殺
対
策
に
関
 
 
 

す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
書
落
し
、
．
及
び
自
殺
対
策
 
 
 

の
庚
施
を
推
進
す
る
こ
と
。
 
 
 

（
組
織
等
）
 
 

第
二
十
一
条
 
会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
 
 

る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
も
っ
て
充
て
る
。
 
 

3
 
委
員
は
、
内
閣
官
房
長
官
以
外
の
国
務
大
昔
の
う
ち
 
 
 

か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
 
 
 

る
。
 
 

4
 
会
議
に
、
幹
事
を
置
く
。
 
 

5
 
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
 
 
 

閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。
 

6
．
■
幹
事
は
、
会
誌
の
所
掌
事
務
に
つ
い
で
∵
会
長
及
び
 
 
 

委
邑
を
助
け
る
．
 
 

7
 
前
各
現
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
 
 
 

運
営
に
降
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
月
）
 
 

第
一
象
一
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
 
 

を
準
え
・
告
㈲
園
内
に
莞
て
薇
を
定
め
る
月
か
う
 
 
 

魔
督
す
る
。
 

（
内
閣
府
設
置
鹿
の
「
部
改
正
ノ
 
 

第
三
集
・
内
閣
府
設
革
準
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
 
 
 

号
）
．
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
四
条
第
二
項
中
「
保
護
」
・
の
下
に
↓
、
自
殺
対
策
 
 
 

の
推
進
」
・
を
加
え
、
．
同
条
第
三
項
第
四
十
六
号
賢
一
．
の
 
 
 

次
に
次
竺
号
を
加
え
る
。
 
 

四
十
六
の
三
 
自
殺
対
策
の
大
綱
（
自
殺
対
策
基
本
 
 

鹿
（
平
成
十
八
年
法
律
男
几
十
計
号
）
第
八
各
に
 
 

規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
及
び
推
進
に
関
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
 
 

す
る
法
 

考
 
 
 

軋
√
名
 
御
．
璽
 
 
 

平
灯
十
八
年
六
月
二
十
一
日
 

法
律
第
八
十
大
号
 
 
 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
 
 

に
閲
す
息
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
 
 

組
織
的
鬼
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
 
す
る
法
律
．
｛
平
成
十
」
．
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
 
の
一
部
 
 

を
次
の
よ
今
に
改
正
す
る
。
 

第
九
粂
翠
一
項
中
↓
同
桑
第
三
項
し
を
「
同
条
第
画
項
L
 

に
改
め
る
。
 
 
 

第
十
三
粂
第
一
▼
項
第
一
三
号
中
「
第
三
項
」
 
を
「
第
四
項
」
 
 

に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
 
 

四
項
七
し
Y
第
二
項
の
次
に
次
竺
項
を
加
え
．
る
。
 
 

3
▼
．
．
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
∵
次
の
各
号
の
い
ず
れ
 
 
 

か
に
畝
当
す
る
と
き
曙
犯
罪
被
嘗
財
産
（
第
一
項
各
 
 
 

号
に
掲
げ
る
財
産
の
一
瓢
が
犯
罪
腰
書
財
産
で
あ
る
場
 
 
 

合
に
お
け
る
当
該
部
分
を
含
む
。
以
下
こ
．
の
項
に
お
い
 
 
 

て
同
じ
。
）
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

一
前
項
各
号
に
掲
げ
る
扉
の
犯
罪
行
為
が
、
 

活
動
と
し
て
、
当
該
犯
罪
行
為
を
実
行
ず
る
た
め
の
 
 

組
織
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
、
又
は
第
三
桑
第
二
項
 
 

に
規
定
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
 
 

そ
の
他
犯
罪
の
性
質
に
照
ら
し
、
前
項
各
号
ビ
掲
げ
 
 

る
罪
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
受
け
た
被
害
の
回
復
に
廃
 
 
 

し
一
√
犯
人
に
対
す
る
後
宮
賠
償
席
求
席
そ
の
他
の
請
 
 

求
権
の
行
使
が
困
難
．
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
．
る
と
き
ノ
 
 

改
め
る
り
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